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平成２９年松茂町議会第２回定例会会議録 

 

平成２９年６月７日（第１日目） 

 

○議事日程（第１号） 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定について 

 日程第３ 諮問第 １号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第４ 諮問第 ２号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第５ 同意第 ２号 松茂町農業委員会の委員を認定農業者に準ずる者をもって過

             半数とすることについて 

 日程第６ 同意第 ３号 松茂町農業委員会の委員の任命について 

 日程第７ 同意第 ４号 松茂町農業委員会の委員の任命について 

 日程第８ 同意第 ５号 松茂町農業委員会の委員の任命について 

 日程第９ 同意第 ６号 松茂町農業委員会の委員の任命について 

 日程第10 同意第 ７号 松茂町農業委員会の委員の任命について 

 日程第11 同意第 ８号 松茂町農業委員会の委員の任命について 

 日程第12 同意第 ９号 松茂町農業委員会の委員の任命について 

 日程第13 同意第１０号 松茂町農業委員会の委員の任命について 

 日程第14 同意第１１号 松茂町農業委員会の委員の任命について 

 日程第15 同意第１２号 松茂町農業委員会の委員の任命について 

 日程第16 同意第１３号 松茂町農業委員会の委員の任命について 

 日程第17 同意第１４号 松茂町農業委員会の委員の任命について 

 日程第18 報告第 １号 松茂町土地開発公社平成２９年度事業計画及び予算並びに平

             成２８年度決算に関する書類の提出について 

 日程第19 報告第 ２号 平成２８年度松茂町一般会計繰越明許費繰越計算について 

 日程第20 報告第 ３号 専決処分の報告ついて 

         専決第 １号 工業団地下水道工事その５変更請負契約締結について 

         専決第 ２号 津波防災センター・中央庁舎建築工事変更請負契約締

                結について 
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         専決第 ３号 松茂町老人福祉センター改修工事変更請負契約締結に

                ついて 

 日程第21 承認第 ２号 専決処分の承認を求めることについて 

         専決第 ４号 松茂町税条例の一部を改正する条例 

         専決第 ５号 松茂町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

         専決第 ６号 平成２８年度松茂町一般会計補正予算（第５号） 

         専決第 ７号 平成２８年度松茂町後期高齢者医療特別会計補正予算

                （第４号） 

         専決第 ８号 平成２８年度松茂町農業集落排水特別会計補正予算 

                （第３号） 

         専決第 ９号 平成２８年度松茂町公共下水道特別会計補正予算（第

                ４号） 

         専決第１０号 平成２８年度松茂町水道特別会計補正予算（第２号） 

 日程第22 議案第２７号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 日程第23 議案第２８号 徳島市と松茂町との間における一般廃棄物の処理に係る事務

             の委託に係る協議について 

 日程第24 議案第２９号 平成２９年度松茂町一般会計補正予算（第１号） 

 日程第25 発議第 ２号 議員派遣の件 
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平成２９年松茂町議会第２回定例会会議録 

第１日目（６月７日） 

                                         

午前１０時００分開会  

○議会事務局長代理【吉田正則君】  ただいまから平成２９年松茂町議会第２回定例会

の開会をお願いいたします。 

 まず初めに、一森議長よりご挨拶がございます。 

○議長【一森敬司君】  皆さん、おはようございます。今日は、平成２９年松茂町議会

第２回定例会の開会ということで、一言、ご挨拶を申し上げたいと思います。 

 まず最初に、皆さん方にお礼とおわびを申し上げなければなりません。それも、去る５

月１日に臨時議会がありまして、そのおりに私不在のままで議長にお選びをいただきまし

た。それと同時に、皆さん方一人ひとりの方に多大なるご迷惑をおかけしました。本当に

申しわけなく思っております。 

 しかしながら、松茂町議会は、１２名という少数精鋭の議会であります。松茂の空港を

飛び立つときに、松茂町は本当にええとこやなと皆さん方にうらやましがられるような町

づくりを目指して、実行力と信頼感あふれる議会と、町長をはじめとした優れた行政スタ

ッフが力を合わせて町民一人ひとりの皆さん方に本当に納得してもらえるようなまちづく

りを目指して、頑張ってまいりたいと思っているところであります。 

 私個人のことですが、１カ月のブランクがあります。しかしながら、１カ月のブランク

はすぐに取り戻す自信があります。私の本音の一端を述べさせていただきまして、議長就

任のご挨拶にかえさせていただきます。ありがとうございました。 

                                         

○議長【一森敬司君】  ただいまの出席議員は１２名で、地方自治法第１１３条による

定足数に達しております。よって、平成２９年松茂町議会第２回定例会は成立をいたしま

した。 

 ただいまから平成２９年松茂町議会第２回定例会を開会いたします。 

                                         

○議長【一森敬司君】  広瀬町長から招集の挨拶があります。 

 広瀬町長。 

○町長【広瀬憲発君】  皆さん、おはようございます。どうやら徳島県内にもここ二、
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三日のうちに梅雨入りをするような報道がございました。また、うっとうしい時期になり

ますが、議員各位には快適に過ごしていただいたらと、このように思っております。 

 本日、平成２９年松茂町議会第２回定例会の招集をお願いいたしましたところ、議員各

位には、公私とも大変お忙しい中、全議員のご出席を賜りましてありがとうございます。 

 本定例会に上程をいたします案件は、諮問が２件、同意が１３件、報告が３件、承認

が１件、そして議案が３件の合計２２案件となっております。特に、本定例会には、現農

業委員の任期満了が７月１９日になっておりまして、新しく改選をされました委員さんは

一人ひとり議員各位のご同意をお願いするものとなっております。多くの同意案件となっ

ております。どうか、全案件、慎重にご審議をいただきまして可決決定が賜りますよう、

お願いをいたしまして、招集のご挨拶とさせていただきます。 

                                         

○議長【一森敬司君】  それでは、これから、本日の会議を開きます。 

 日程に入るに先立ちまして、諸般の報告を行います。監査委員から毎月実施した月例出

納検査の結果、各会計とも収支適正であると認められますと議長宛てに報告書が提出され

ておりますので、ご報告いたします。 

 日程第１、「会議録署名議員の指名」について行います。 

 本会期の会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、議長において、５番佐

藤道昭議員、及び６番佐藤禎宏議員を指名いたします。 

                                         

○議長【一森敬司君】  日程第２、「会期の決定について」を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 今期定例会の会期は、６月７日から６月１９日までの１３日間にしたいと思います。こ

れにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【一森敬司君】  異議なしと認めます。 

 よって、会期は６月７日から６月１９日までの１３日間に決定いたしました。 

                                         

○議長【一森敬司君】  日程第３、諮問第１号、及び日程第４、諮問第２号「人権擁護

委員の推薦につき意見を求めることについて」の諮問２件を一括して議題といたします。 

 広瀬町長から発言を求められておりますので、これを許します。 
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 広瀬町長。 

○町長【広瀬憲発君】  それでは、平成２９年第２回定例会に提案をいたしております

議案の提案理由の説明を申し上げていきたいと思います。 

 諮問第１号及び諮問第２号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることにつきまして

は、現在、人権擁護委員として在任中の藤井一氏、武田敏明氏が平成２９年９月３０日を

もって任期満了となります。つきましては、引き続き、人権擁護委員として推薦したいと

考えておりますので、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議会の意見を求めるも

のであります。 

 なお、各氏の経歴等につきましては参考資料に添付いたしておりますので、ご覧いただ

きご同意くださいますよう、よろしくお願いをいたします。 

○議長【一森敬司君】  町長の提案理由の説明は終わりました。 

 議事の都合により、小休をいたします。 

午前１０時０８分小休  

                                         

午前１０時１０分再開  

○議長【一森敬司君】  小休前に引き続き、再開いたします。 

 これから採決に入ります。 

 諮問第１号及び諮問第２号「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」は、

お手元に配付いたしました意見のとおり答申することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【一森敬司君】  異議なしと認めます。 

 よって、諮問第１号及び第２号「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについ

て」は、お手元に配付いたしました意見のとおり答申することに決定いたしました。 

                                         

○議長【一森敬司君】  続きまして、日程第５、同意第２号「松茂町農業委員会の委員

を認定農業者に準ずる者をもって過半数とすることについて」から、同意１４号「松茂町

農業委員会の委員の任命について」までの１３件について一括して議題といたします。 

 広瀬町長から発言を求められておりますので、これを許します。 

 広瀬町長。 

○町長【広瀬憲発君】  続きまして、同意第２号、松茂町農業委員会の委員を認定農業
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者に準ずる者をもって過半数とすることにつきましては、新たに農業委員会の委員を選任

する場合に、認定農業者に準ずる者をもって委員の過半数とすることについて、農業委員

会等に関する法律第８条第５項及び同法施行規則第２条第１号の規定により議会の同意を

求めるものでございます。 

 次に、同意第３号から同意第１４号、松茂町農業委員会の委員の任命についてまで

の１２議案につきましては、現任の農業委員が平成２９年７月１９日をもって任期満了と

なることから、新たな農業委員として１２名を任命いたしたく、議会の同意を求めるもの

であります。 

 この後、担当から詳細説明をいたしますので、よろしくお願いをいたします。 

○議長【一森敬司君】  原田課長。 

○産業環境課長【原田 賢君】  それでは、私から、同意第２号から第１４号につきま

してご説明申し上げます。 

 まず、議案書の３ページをお開き願います。 

 同意第２号、松茂町農業委員会の委員を認定農業者に準ずる者をもって過半数とするこ

とについて。農業委員会の区域内に認定農業者の数が少ない場合に、認定農業者に準ずる

者をもって委員の過半数とすることについて、農業委員会等に関する法律第８条第５項及

び同法施行規則第２条第１号の規定により議会の同意を求めるというものであります。 

 平成２８年４月１日から施行された農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律に

より、農業委員会の委員、いわゆる農業委員は公募制となり、地域の推薦や応募による候

補者の中から議会同意をいただいた上で町長が任命することとなっております。農業委員

会等に関する法律第８条第５項においては、認定農業者が委員の過半数を占めなければな

らないと規定されておりますが、同項ただし書きにおいて例外が認められております。そ

の例外とは、同法施行規則第２条第１号に、「区域内における認定農業者の数が委員の定

数に８を乗じて得た数を下回る場合において、委員の過半数を認定農業者及び認定農業者

に準ずる者について議会の同意を得たとき」とあります。 

 松茂町においては、現在、認定農業者は８５人で、農業委員の条例定数１２人に８を乗

じて得た数９６を下回りますことから、新たに農業委員会の委員を任命する場合に、その

うち認定農業者の数と認定農業者に準ずる者の数を合わせた数によって過半数の規定を満

たすということについて議会の同意を求めるものでございます。 

 ここで、認定農業者についてご説明申し上げます。農業者が農業経営基盤強化促進法に
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基づき作成した、自らの農業経営についての５カ年の改善計画を町が適正と認定した場合

に、その農業者が認定農業者となります。また、認定農業者に準ずる者とは、法施行規則

第２条第１号に、認定農業者ではないが、かつて認定農業者であった人、あるいは、認定

農業者の農業経営に参画する家族、親族、あるいは指導農業士、あるいは、地域農業の担

い手を位置づけている「人・農地プラン」に搭載された地域農業の中心となるべき人、あ

るいは、農業経営基盤強化促進法に基づく基本構想の経営指標の水準に達している人など

が規定されており、これらの人が認定農業者に準ずる者とされております。 

 続きまして、同意第３号から第１４号までのご説明を申し上げます。 

 議案書は、次の４ページから１５ページをご覧ください。 

 同意第３号、松茂町農業委員会の委員の任命について。下記の者を松茂町農業委員会の

委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により、議会の同

意を求めるというものであります。 

 現任の農業委員が平成２９年７月１９日をもって任期満了となりますことから、新たな

農業委員として１２名を任命いたしたく、議会の同意を求めるものでございます。新制度

における農業委員の任期は、平成２９年７月２０日からの３年間となります。 

 それでは、それぞれの説明に移ります。同意第３号以降、同意第１４号まで同じ文であ

ります。 

 ４ページの同意第３号でございますが、板野郡松茂町中喜来字福有開拓３７番地、天野

昇委。昭和４５年５月１５日生まれ。同意第４号、板野郡松茂町中喜来字北境１４番地、

尾田茂樹。昭和４６年６月１０日生まれ。同意第５号、徳島市川内町中島２８０番地の１、

隔山普宣。昭和３１年１月１９日生まれ。同意第６号、板野郡松茂町広島字北ハリ２４番

地、佐藤重明。昭和２４年２月１３日生まれ。同意第７号、板野郡松茂町豊岡字小金洲４

番地１、武内康文。昭和２２年３月３１日生まれ。同意第８号、板野郡松茂町豊岡字小金

洲４２番地、土佐和。昭和１８年７月２９日生まれ。同意第９号、板野郡松茂町笹木野

字八北開拓２５１番地１、林恒俊。昭和３０年５月８日生まれ。同意第１０号、板野郡松

茂町長岸４３６番地、古川静男。昭和２７年１１月９日生まれ。同意第１１号、板野郡松

茂町豊岡字山ノ手１６番地７、益田茂明。昭和２８年４月１６日生まれ。同意第１２号、

板野郡松茂町中喜来字前原東一番越１番地３、村田茂。昭和２９年９月１日生まれ。同意

第１３号、板野郡松茂町広島字宮ノ後１１番地２、吉田彰子。昭和２７年９月２０日生ま

れ。同意第１４号、板野郡松茂町笹木野字山上９番地、和西広典。昭和３２年５月６日生
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まれ。 

 なお、各氏の経歴につきましては、参考資料の２ページから７ページに添付いたしてお

りますので、ご覧いただきますようお願いいたします。 

 今回、上程させていただいております各氏については、本年２月に募集を行い、地域の

推薦などにより応募のあった方について町が選考を実施いたしました。なお、選考に当た

っては、農業委員は認定農業者等が過半数を満たさなければならないという規定だけでな

く、農業委員の要件には、法第８条第６項及び第７項に、利害関係を有しない者が含まれ

ること、また、年齢、性別等に著しい偏りが生じないことが規定されており、これらの事

項等を配慮いたしたものであります。 

 構成の内訳でございますが、認定農業者等の数については、認定農業者５名、認定農業

者に準ずる者２名です。年齢については、５０歳以上の者、１０名、５０歳未満の者、２

名です。性別については、男性１０名、女性２名です。利害関係を有しない者、中立者の

学識経験者として１名で、松茂町外在住の方でありますが、長く徳島県庁の農業部門にお

勤めされ、豊富な専門知識をお持ちで松茂町の農業にも精通されております。 

 以上、同意第２号から第１４号までの説明とさせていただきます。よろしくお願いいた

します。 

○議長【一森敬司君】  ただいま担当職員の詳細説明は終わりました。 

 これから質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

（質疑なし） 

○議長【一森敬司君】  質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結いたします。 

                                         

○議長【一森敬司君】  これから討論を行います。 

 討論ございませんか。 

（討論なし） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終結いたします。 

                                         

○議長【一森敬司君】  これから採決に入りますが、一括して採決してよろしいでしょ
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うか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【一森敬司君】  異議なしと認めます。 

 これより一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 日程第５、同意第２号「松茂町農業委員会の委員を認定農業者に準ずる者をもって過半

数とすることについて」から、日程第１７、同意第１４号「松茂町農業委員会の委員の任

命について」までの１３件について、同意することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【一森敬司君】  異議なしと認めます。 

 よって、日程第５、同意第２号「松茂町農業委員会の委員を認定農業者に準ずる者をも

って過半数とすることについて」から、日程第１７、同意第１４号「松茂町農業委員会の

委員の任命について」までの１３件は、原案のとおり決定いたしました。 

                                         

○議長【一森敬司君】  日程第１８、報告第１号「松茂町土地開発公社平成２９年度事

業計画及び予算並びに平成２８年度決算に関する書類の提出について」から、日程第２０、

報告第３号「専決処分の報告について」までの報告３件を一括して議題といたします。 

 広瀬町長から発言を求められておりますので、これを許します。 

 広瀬町長。 

○町長【広瀬憲発君】  続きまして、報告第１号、松茂町土地開発公社平成２９年度事

業計画及び予算並びに平成２８年度決算に関する書類の提出につきましては、地方自治法

第２４３条の３第２項の規定により、議会に報告をするものでございます。 

 平成２８年度の松茂町土地開発公社の事業決算でございますが、用地の取得、売却とも

にございませんでした。土地の管理費のみの決算となっております。 

 平成２９年度の松茂町土地開発公社の予算といたしましては、用地の取得、売却ともに

計画はありませんので、管理費のみを計上しております。これらの公社の予算及び決算に

つきましては、本年４月１８日開催の松茂町土地開発公社理事会においてご承認をいただ

いているところでございます。 

 次に、報告第２号、平成２８年度松茂町一般会計繰越明許費繰越計算につきましては、

地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、議会に報告をするものであります。 
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 平成２８年度事業のうち、事業の執行状況により個人番号カード交付事業におい

て１１７万８千円、臨時福祉給付金事業及び関連事務において４,１１３万円、地区計画

策定事業において５５２万６,９６０円、合併処理浄化槽整備事業において１３７万４千

円、木造住宅耐震化促進事業において２５５万円を平成２９年度に繰り越して事業を実施

するものであります。 

 続きまして、報告第３号、専決処分の報告につきましては、地方自治法第１８０条第１

項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第２項の規定により、議会に報告する

ものであります。 

 まず、専決第１号、工業団地下水道工事その５変更請負契約締結につきましては、平

成２８年６月１７日の定例会において契約議決をいただき執行し、平成２９年３月２５日

に竣工をいたしております。今回の変更の主なものは、公共汚水ますの設置位置を変更し

たことにより開削延長が増加したことに伴う契約金の増額であります。 

 次に、専決第２号、津波防災センター・中央庁舎建築工事変更請負契約締結につきまし

ては、平成２７年６月２２日の定例会において契約議決をいただき執行し、平成２９年３

月２８日に竣工いたしております。今回の変更の主なものは、議会棟エレベーターの仕様

変更及び電算室の生体認証システムなどを追加したことに伴う契約金額の増額であります。 

 次に、専決第３号、松茂町老人福祉センター改修工事変更請負契約締結につきましては、

平成２８年６月１７日の定例会において契約議決をいただき執行し、平成２９年３月２７

日に竣工をいたしております。今回の変更の主なものは、１階風除室引分防音ドアを、車

椅子利用者の利便性及び安全性を考慮し、引分防音自動ドアに変更をしたことなどに伴う

契約金の増額であります。 

 この後、担当から詳細説明をいたしますので、よろしくお願いをいたします。 

○議長【一森敬司君】  町長の提案理由の説明は終わりました。 

 担当職員の詳細報告は、報告第１号、第２号、第３号の順番で求めます。 

 松下課長。 

○総務課長【松下師一君】  失礼いたします。 

 それでは、報告第１号についてご説明申し上げます。議案書１６ページをお開きくださ

い。 

 報告第１号、松茂町土地開発公社平成２９年度事業計画及び予算並びに平成２８年度決

算に関する書類の提出について。地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、松茂町
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土地開発公社平成２９年度事業計画及び予算並びに平成２８年度決算に関する書類を別紙

のとおり議会に提出するというものでございます。 

 説明の都合上、先に、平成２８年度決算をご説明し、その後に平成２９年度事業計画及

び予算をご説明申し上げます。 

 議案書１７ページへお進みください。 

 まず、平成２８年度収入支出決算資金運用書でございます。上段の収入では、前年度か

らの繰越金が、決算額４３２万９,５３２円、事業収入及び借入金はございませんでした。

事業外収入では、利息収入が決算額７７９円で、収入合計額は４３３万３１１円でござい

ます。 

 次に、下段の支出でございますが、借入金償還金は土地の売買事業がないためございま

せんでした。事業費では、土地取得費及び土地造成費はございませんでした。一般管理費

で７万９,７７２円の決算額でございますが、これは、土地開発公社が所有しております

広島字北川向地区の土地を管理するために必要な除草剤の購入費等９,７７２円と、法人

町県民税７万円を合わせた額でございます。事業外費用及び予備費の決算額はいずれもゼ

ロで、翌年度繰越金が、決算額４２５万５３９円となり、支出合計額は４３３万３１１円

でございます。 

 次に、１８ページでございます。 

 上段の貸借対照表でございますが、これは、平成２９年３月３１日現在の状況を表した

ものでございます。資産の部では、流動資産といたしまして、現金及び預金が４２５

万５３９円、公有用地が３,６９３万４,５５０円であり、資産合計は４,１１８

万５,０８９円でございます。 

 次に、負債の部でございますが、松茂町土地取得特別会計からの長期借入金

が１,２００万円ございます。これは、北川向地区の用地を購入する際に借り入れをした

ものでございます。 

 続いて、資本の部でございますが、基本財産が３００万円で、基本金合計は３００万円

でございます。準備金では、前期繰越準備金が２,６２６万４,０８２円、当期利益がマイ

ナスの７万８,９９３円で、準備金合計は２,６１８万５,０８９円でございます。したが

いまして、資本合計は２,９１８万５,０８９円、負債及び資本合計が４,１１８

万５,０８９円でございます。 

 続きまして、このページ下段の損益計算書でございますが、これは、単年度の収支を表
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しております。平成２８年度の事業収益及び事業原価はゼロでございました。次に、販売

費及び一般管理費でございますが、先にご説明いたしました、除草剤購入費や法人町県民

税などを合わせて７万９,７７２円でございます。次の事業外収益として受取利息

が７７９円ありますことから、事業外費用がゼロということも合わせて、差し引き当期利

益はマイナス７万８,９９３円となっております。 

 次の１９ページに米田監事及び南東監事が審査報告いたしました決算審査意見書を添付

しておりますので、あわせてご覧ください。 

 以上が松茂町土地開発公社の平成２８年度決算の状況でございます。 

 続きまして、平成２９年度松茂町土地開発公社の事業計画及び予算についてご説明いた

しますが、平成２９年度も土地の売買に対する事業はないことから、広島字北川向地区の

土地を管理するために必要な事業と予算のみの計画としてございます。 

 ２０ページをお開きください。 

 ここで、第１条の総則以下、第６条まで、公社の予算の概要を定めておりますが、説明

の都合上、次の２１ページ、こちらをご覧ください。この平成２９年度収入支出予算・資

金計画書によりご説明をさせていただきます。 

 まず、上段の収入でございますが、前年度繰越金は４２５万円でございます。事業収入

は、土地売却収入及び土地造成収入とも目のみを設定で各１千円としております。また、

借入金につきましても、目のみの設定で１千円、次の事業外収入では、利息収入として１

千円を見込んでおります。合計すると、収入予算は４２５万４千円を見込んでおります。 

 次に、下段の支出でございますが、借入償還金は目のみの設定で１千円となっておりま

す。事業費のうち、土地取得費と土地造成費につきましては、目のみの設定で各１千円と

しておりますが、一般管理費につきましては、土地の維持管理経費と法人町県民税など

で５０万円を計上いたしております。事業外費用では、利息支払いで目のみの設定の１千

円としております。予備費で５０万円、繰越金として３２５万円を計上いたしまして、支

出合計も収入合計と同額の４２５万４千円といたしております。 

 以上、報告第１号松茂町土地開発公社平成２９年度事業計画及び予算並びに平成２８年

度決算に関する書類についての報告説明とさせていただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長【一森敬司君】  谷本住民課長。 

○住民課長【谷本富美代君】  それでは、報告第２号の説明をさせていただきます。 
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 議案書２２ページをお開きください。 

 報告第２号、平成２８年度松茂町一般会計繰越明許費繰越計算について。地方自治法施

行令第１４６条第２項の規定により、平成２８年度松茂町一般会計繰越明許費繰越計算に

ついて、別紙のとおり報告するというものでございます。このうち、住民課で所管いたし

ます繰越明許費につきましてご報告をさせていただきます。 

 それでは、議案書２３ページをお開きください。 

 平成２８年度松茂町一般会計繰越明許費繰越計算書でございます。表の上段になります、

款５、総務費、項１０、戸籍住民基本台帳費の個人番号カード交付事業におきまし

て１１７万８千円を平成２９年度に繰り越しいたしました。繰り越した財源の内訳は、全

額が国庫支出金でございます。この事業は、通知カードや個人番号カードを交付する事業

です。地方公共団体情報システム機構に通知カードの印刷、発送や個人番号カードの交付

申請受付、カード発行など関連事務を委任しております。なお、２４ページに歳入予

算、２５ページに歳出予算の事項別明細書を記載しておりますので、ご覧ください。 

 以上で住民課関係の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長【一森敬司君】  鈴谷福祉課長。 

○福祉課長【鈴谷一彦君】  それでは、私から、報告第２号のうち福祉課で所管いたし

ます繰越明許費についてご報告をさせていただきます。 

 引き続き、議案書の２３ページをご覧ください。 

 平成２８年度松茂町一般会計繰越明許費繰越計算書の２段目でございます。款１０、民

生費、項１、社会福祉費、臨時福祉給付金事業におきまして３,９００万円を平成２９年

度に繰り越しをいたしました。繰り越した財源の内訳は、平成２８年度に既に国から交付

されております既収入特定財源２５万８千円、及び未収入特定財源３,８７４万２千円、

合計で３,９００万円、全額国庫支出金でございます。 

 この事業は、国の平成２８年度補正予算における事業であり、交付決定が平成２９年３

月であったため、予算を平成２９年度に繰り越しをいたしました。事業内容は、平成２６

年４月に実施した消費税率引き上げに伴う、所得の少ない方への影響を緩和するため、平

成２９年４月から平成３１年９月までの２年半分の経済対策分として対象者１人につき臨

時福祉給付金１万５千円を支給するものでございます。 

 次の行をご覧ください。 

 款１０、民生費、項１、社会福祉費、臨時福祉給付金事務におきまして２１３万円を平
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成２９年度に繰り越しをいたしました。繰り越した財源の内訳は、平成２８年度に既に国

から交付されております既収入特定財源２３万６,８１７円、及び未収入特定財源１７９

万３,１８３円、合計の２０３万円が国庫支出金、一般財源１０万円でございます。 

 この事業につきましても、国の平成２８年度補正予算における事業であり、交付決定が

平成２９年３月であったため予算を平成２９年度に繰り越しをいたしました。事業内容は、

臨時福祉給付金の支給事務担当の臨時職員３人分の賃金及び社会保険料や申請書、支給決

定通知書の郵送料など、給付金の支給事務に要する費用でございます。なお、２４ページ

に歳入予算、２５ページに歳出予算の事項別明細を記載しておりますので、ご覧ください。 

 以上で福祉課関係の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長【一森敬司君】  小坂建設課長。 

○建設課長【小坂宜弘君】  それでは、報告第２号のうち建設課で所管いたします繰越

明許費につきまして報告をさせていただきます。 

 款３０、土木費、項１５、都市計画費の地区計画策定事業におきまして５５２

万６,９６０円を平成２９年度に繰り越しをいたしました。繰り越した財源の内訳は、全

額が一般財源でございます。この事業につきましては、平成２７年度より松茂スマートイ

ンターチェンジ周辺地区ほか１地区の地区計画策定を進めております。この業務委託のう

ち精算払い分を繰り越しするものでございます。 

 続きまして、款３０、土木費、項２０、住宅費の木造住宅耐震化促進事業におきまし

て２５５万円を平成２９年度に繰り越しをいたしました。繰り越した財源の内訳は、国県

支出金が１９１万２,５００円、一般財源が６３万７,５００円でございます。この事業は、

木造住宅の耐震診断や耐震改修などを行った個人に対して補助をいたしております。この

うち住まいの安全安心なリフォーム支援事業３件について繰り越しをするものでございま

す。なお、２４ページに歳入、２６ページに歳出予算の事項別明細書を記載しております

ので、ご覧ください。 

 以上で建設課関係の説明を終わります。よろしくお願いをいたします。 

○議長【一森敬司君】  石森下水道課長。 

○下水道課長【石森典彦君】  それでは、私から、報告第２号のうち下水道課所管事業

の繰越明許費についてと報告第３号の専決第１号についてご報告をさせていただきます。 

 引き続き、議案書の２３ページをご覧ください。 

 平成２８年度松茂町一般会計繰越明許費繰越計算書の５段目でございます。款３０、土
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木費、項１５、都市計画費、事業名、合併処理浄化槽整備事業におきまして１３７万４千

円を平成２９年度に繰り越しをいたしました。繰り越した財源の内訳は、既収入特定財

源４５万８千円、一般財源９１万６千円でございます。この事業は、平成２８年度から平

成３２年度までの循環型社会形成推進交付金事業計画に基づき、補助対象地域におきまし

て、１０人槽以下の合併処理浄化槽の設置をされた方に対しまして補助金を交付するもの

でございます。この事業費が平成２８年度におきまして計画より実績が下回ったため、そ

の差額に相当する交付金分対象事業費１３７万４千円を２９年度へ繰り越しをしたもので

ございます。 

 なお、事項別明細書の歳入につきましては、議案書の２４ページ、歳出につきましては、

議案書の２６ページに記載しておりますので、ご覧ください。 

 以上で、下水道課所管分並びに報告第２号の説明を終わらせていただきます。 

 続きまして、報告第３号につきましてご説明申し上げます。 

 議案書の２７ページをお開き願います。 

 報告第３号、専決処分の報告について。地方自治法第１８０条第１項の規定により、別

紙のとおり専決処分をしたので、同条第２項の規定により、これを報告するというもので

ございます。 

 議案書の２８ページをお開き願います。 

 専決第１号、工業団地下水道工事その５変更請負契約について。工業団地下水道工事そ

の５変更請負契約を下記のとおり締結するので、地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り専決処分する。契約の目的、工業団地下水道工事その５。契約の金額、変更前、１

億５８４万円。変更後、１億８９０万６,１２０円。契約の相手方、徳島県板野郡松茂町

豊岡字芦田鶴１１３番地６、大東興業株式会社、代表取締役、松浦惠というものでござい

ます。 

 この工事につきましては、平成２８年６月の本議会におきまして契約議決をいただき執

行いたしました。工事の内容といたしましては、工業団地内の富田製薬株式会社北側に直

径２００㎜の下水道管を推進工法により４１５ｍ、開削工法により２９１ｍ、計７０６ｍ

を築造布設し、平成２９年３月２５日に竣工いたしております。変更の主な内容といたし

ましては、受益者の申し出により、公共汚水ます設置位置の変更に伴いまして、開削延長

が増になったことによるもの、並びに、それに伴います舗装面積の増となっております。 

 以上で、専決第１号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 
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○議長【一森敬司君】  松下総務課長。 

○総務課長【松下師一君】  失礼します。 

 引き続き、報告第３号のうち総務課が所管いたします専決第２号についてご説明申し上

げます。 

 議案書の２９ページをご覧ください。 

 専決第２号、津波防災センター・中央庁舎建築工事変更請負契約締結について。津波防

災センター・中央庁舎建築工事変更請負契約を下記のとおり締結するので、地方自治法

第１８０条第１項の規定により専決処分する。 

 契約の目的、津波防災センター・中央庁舎建築工事。契約の金額、変更前、１０

億３,１５１万８,８００円。変更後、１０億５,３２３万７,６００円。契約の相手方、香

川県高松市番町三丁目８番１１号。西松建設株式会社四国支店、支店長、川崎邦彦という

ものでございます。 

 この工事につきましては、平成２７年６月の第２回定例会において契約議決をいただき

執行し、去る平成２９年３月２８日に竣工をいたしております。 

 今回の変更契約について、主な変更点といたしましては、建築工事において、東側議会

棟のエレベーターを改修する際に、防災機能を向上させる観点から、河川氾濫や津波災害

時に浸水、水没した１階を除外して２階以上で運転する新機能等を追加いたしました。ま

た、中央庁舎３階電算室の新設工事において、セキュリティ機能を向上させるため、サー

バー室への入退室時に生体認証を行う電子錠システムなどの工事を追加したほか、庁舎外

構部分においても、視覚障がい者等の庁舎利用に配慮し、点字誘導びょうを増設する等の

工事を追加いたしました。また、機械設備工事において、工事中、仮配管を実施しており

ました総合会館トイレ排水管について、新たな排水系統を整備するなどの追加工事がござ

いました。 

 以上、主たる点について、専決第２号の報告の説明とさせていただきます。よろしくお

願いいたします。 

○議長【一森敬司君】  鈴谷福祉課長。 

○福祉課長【鈴谷一彦君】  それでは、私から、報告第３号のうち福祉課が所管いたし

ます専決第３号についてご説明を申し上げます。 

 議案書の３０ページをご覧ください。 

 専決第３号、松茂町老人福祉センター改修工事変更請負契約締結について。松茂町老人
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福祉センター改修工事変更請負契約を下記のとおり締結するので、地方自治法第１８０条

第１項の規定により専決処分する。 

 契約の目的、松茂町老人福祉センター改修工事。契約の金額、変更前、１億８,８６７

万６千円。変更後、１億９,０８２万５,２００円。契約の相手方、徳島県板野郡松茂町広

島字壱番越６番地６。株式会社多田組。代表取締役、多田卓治というものでございます。 

 この工事につきましては、平成２８年６月の本議会におきまして契約議決をいただき執

行をいたしました。 

 工事の内容といたしましては、老人福祉センター松鶴苑の大規模改修工事で、バリアフ

リー化への対応、空調、浴室など設備の更新、及び太陽光発電システム設置工事でありま

す。防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金を活用して工事を行い、平成２９年３

月２７日竣工をしております。 

 変更の主な内容といたしましては、１階風除室の引分防音ドアを車椅子利用者などの利

便性及び安全性を考慮し、引分防音自動ドアに変更したこと、また、１階廊下片引き防音

ドアを、緊急時のストレッチャー等の通行が可能な両開き防音ドアに変更したことなどに

よる契約金額の増額でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長【一森敬司君】  これで報告第１号から第３号までの報告は終わりました。 

 議事の都合により、小休をいたします。 

午前１０時５９分小休  

                                         

午前１１時０８分再開  

○議長【一森敬司君】  小休前に引き続き、再開をいたします。 

 続きまして、日程第２１、承認第２号「専決処分の承認を求めることについて」から、

日程第２４、議案第２９号「平成２９年度松茂町一般会計補正予算（第１号）」までの承

認１件と議案３件を一括して議題といたします。 

 広瀬町長から発言を求められておりますので、これを許します。 

 広瀬町長。 

○町長【広瀬憲発君】  続きまして、承認第２号、専決処分の承認を求めることにつき

ましては、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分をいたしましたので、同条

第３項の規定により議会に報告し承認を求めるものでございます。 
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 まず、専決第４号、松茂町税条例の一部を改正する条例につきましては、地方税法及び

航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律が本年３月３１日に公布されたことに伴い、関

係する条項を改正したものであります。 

 改正の主な内容は、個人住民税における配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関連

し、控除対象配偶者の定義変更並びに固定資産税及び軽自動車税の特例について、法律の

改正にあわせて見直ししたものであります。 

 次に、専決第５号、松茂町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、

地方税法施行令の一部を改正する政令が本年３月３１日に公布されたことに伴い、関係す

る条項を改正したものであります。 

 改正の内容につきましては、国民健康保険税の減額措置に係る軽減判定所得について見

直ししたものであります。 

 次に、専決第６号、平成２８年度松茂町一般会計補正予算（第５号）につきましては、

既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ９,９５２万７千円を追加し、補正後の予算の総額

を６９億４,９６５万４千円とするものであります。 

 歳入の主なものといたしましては、町税７,７６３万８千円、地方交付税４,１６０万２

千円などを増額補正し、国庫支出金２,３３１万１千円などを減額補正したものでありま

す。 

 歳出につきましては、平成２８年度における各種事務事業に係る不用額を減額補正する

とともに、歳入増額分と歳出不用額を合わせて財政調整基金に６,０３７万１千円、生活

環境整備基金に３億円を積み立てたものであります。 

 次に、専決第７号、平成２８年度松茂町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）に

つきましては、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ８７万３千円を追加し、補正後の予

算の総額を１億６,３２３万２千円とするものであります。 

 歳入につきましては、後期高齢者医療保険料８７万３千円を増額補正したものでありま

す。 

 歳出につきましては、後期高齢者医療広域連合納付金として歳入と同額を増額補正した

ものであります。 

 次に、専決第８号、平成２８年度松茂町農業集落排水特別会計補正予算（第３号）につ

きましては、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ８６万４千円を減額し、補正後の予

算の総額を１億６１１万４千円とするものであります。 
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 歳入につきましては、一般会計繰入金８６万４千円を減額補正したものであります。 

 歳出につきましては、平成２８年度における各種事務事業に係る不用額として歳入と同

額を減額補正したものであります。 

 次に、専決第９号、平成２８年度松茂町公共下水道特別会計補正予算（第４号）につき

ましては、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ２,００５万１千円を減額し、補正後

の予算の総額を４億５,０１１万６千円とするものであります。 

 歳入につきましては、一般会計繰入金２,４６９万１千円を減額し、使用料４３３万円

などを増額補正したものであります。 

 歳出につきましては、平成２８年度における各種事務事業に係る不用額を減額補正した

ものであります。 

 次に、専決第１０号、平成２８年度松茂町水道特別会計補正予算（第２号）につきまし

ては、事業の確定により資本的収入の既定の総額から１億８４７万２千円を減額し、補正

後の総額を６億１,７９０万６千円とし、資本的支出も、同じく既定の総額から８,８６８

万８千円を減額し、補正後の総額を７億３,９６５万２千円としたものであります。 

 続きまして、議案第２７号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまし

ては、職員の適材適所への任用を進める必要から、地方公務員法第２５条第３項第２号及

び同条第５項の規定により条例制定されております「等級別基準職務表」について、一部

を改正するものであります。 

 次に、議案第２８号、徳島市と松茂町との間における一般廃棄物の処理に係る事務の委

託に係る協議につきましては、一般廃棄物の広域処理施設整備推進のため、地方自治法

第２５２条の１４第３項の規定において準用する同法第２５２条の２第３項本文の規定か

ら、一般廃棄物処理に係る事務を規約により徳島市に委託することを提案するものであり

ます。 

 次に、議案第２９号、平成２９年度松茂町一般会計補正予算（第１号）につきましては、

既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ２２９万円を追加し、補正後の予算の総額を５６

億６,７２９万円とするものであります。 

 歳入といたしましては、国庫支出金３７万５千円、前年度繰越金１９１万５千円を増額

補正するものであります。 

 歳出の主なものといたしましては、児童館修繕料７８万４千円などを増額補正するもの

であります。 
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 以上で提案理由の説明を終わらせていただきます。なお、ご審議の上、可決決定を賜り

ますよう、よろしくお願いをいたします。 

○議長【一森敬司君】  町長の提案理由の説明は終わりました。 

 ただいま議題となっております承認１件と議案３件につきましては、６月９日再開予定

の本会議において総括的な質疑を受けた後、各常任委員会に付託したいと思っていますの

で、よろしくお願いをいたします。 

                                         

○議長【一森敬司君】  続きまして、日程第２５、発議第２号「議員派遣の件」を議題

といたします。 

 この発議は、去る６月２日の議会運営委員会において、議会運営委員会の発議として提

出することに決定をいただき、このように提出していただいております。 

 議員の派遣については、会議規則第１２２条の規定により、議会の議決を求めるもので、

平成２９年６月から平成３０年５月までの議員の派遣を議員派遣一覧表のとおり行い、緊

急を要する場合は議長に委任するものです。 

 お諮りいたします。 

 春藤議会運営委員長から提出されました議員派遣の件は、原案どおり決定することにご

異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【一森敬司君】  異議なしと認めます。 

 よって、発議第２号「議員派遣の件」は可決されました。 

                                         

○議長【一森敬司君】  以上で、本日の議事日程はすべて終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 明日６月８日の１日は、議案調査のため休会したいと思いますが、これにご異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【一森敬司君】  異議なしと認めます。 

 よって、明日６月８日の１日は、休会と決定しました。 

 次回は、６月９日、午前１０時から再開いたします。 

 本日は、これで散会いたします。どうもありがとうございました。 
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午前１１時２０分散会  


